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１． 函南「道の駅」整備の目的 

 

函南町は、伊豆半島の玄関口にあたり、豊かな自然と、数多くの歴史文化資源を有

し、観光資源に恵まれています。また、今後は東駿河湾環状道路の起終点となる函南

塚本インターが整備され、本町のもつポテンシャルは、さらに高まることが予想され

ています。 

しかし、現在、本町西側の主要幹線道路沿い等には、大きな交流施設等がなく、そ

の資源やポテンシャルを活用しきれていない状況にあり、今後、町の地域振興、産業

振興を図る上でも、地域資源等の有効活用を図り、町の施策や周辺地域と連携した拠

点づくりや情報の発信等が課題となっています。 

また、静岡県内は、マグニチュード８クラスの東海地震の発生が懸念されており、

東日本大震災の教訓を踏まえて、大規模災害に備える新たな防災拠点の整備が課題と

なっています。 
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２． 函南「道の駅」のコンセプト 

 

函南「道の駅」は『県東部・伊豆地域の活性化と防災機能の確立』を目的とし、「交

通安全機能」「観光・地域活性化機能」「防災機能」を兼ね備えた『道の駅』『川の駅』

の創出を図ることを目的に、次のように「道の駅」のコンセプトを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 「道の駅」のコンセプト 

 

「交通安全機能」「観光・地域活性化機能」「防災機能」を兼ね備えた  

『道の駅』『川の駅』 

 

整備コンセプト： 

『県東部・伊豆地域の活性化と防災機能の確立』 
 

道路休憩施設・交通情報提供
施設の必要性 
 

→【交通安全機能】 

「交通安全機能」「観光・地域活性化機能」「防災機能」を兼ね備えた  

『道の駅』『川の駅』 

 

整備コンセプト： 

『県東部・伊豆地域の活性化と防災機能の確立』 
 

人・もの・情報が交わる観光・
交流拠点の必要性（県東部の伊
豆の活性化） 

→【観光・地域活性化機能】 

伊豆地域全体をカバーする
防災拠点の必要性 
 

→【防災機能】 

函南町を代表する河川資源の活用 

⇒水辺空間を活かした交流拠点整備 ⇒水防機能を強化する防災拠点整備 
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３． 函南「道の駅」の位置と土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 函南「道の駅」位置図（伊豆半島） 

函南「道の駅」候補地 
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図 3-2 函南「道の駅」位置図 
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函南「道の駅」候補地 

● 用途地域：市街化調整区域 
（農業振興地域内 農用地区域内農用地） 

（候補地は平成 26 年度に事業認定申請の予定） 

函南塚本ＩＣ 
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４． 導入施設の整理 

「道の駅」の３つの基本機能「休憩機能」「地域の連携機能」「情報発信機能」と、

函南町「道の駅」の導入施設を下表のとおりとします。参考に、連携して機能する「川

の駅」について併記します。 

 

表 4-1 導入機能と導入施設 

【道の駅】 

基本機能 整備方針 導入機能 導入施設 

休憩機能 
誰もが安全・快適に利

用できる休憩施設の整

備 

交通安全機能 

駐車場 

トイレ 

情報発信機能 
きめ細やかな情報を提

供する情報発信拠点の

整備 

広域情報発信機能 
伊豆ゲートウェイセンター 

函南（仮称） 

地域の連携機能 

賑わいを生む交流拠点

の整備 
地域活性化機能 

直売所 

飲食施設 

交流施設（休憩室・会議室） 

事務室・管理室 

イベント広場 

コミュニティ広場 

自由通路 

災害に備えた防災拠点の整備 

防災機能 
非常用発電施設 

防災備蓄倉庫 

道の駅・川の駅連結機能 
展望歩道橋 

 

【川の駅】（狩野川防災拠点：用地、造成等基本整備は、国土交通省が実施） 

基本機能 整備方針 導入機能 導入施設 

水害に備えた防災拠点 防災機能 

地域活性化機能 

水防センター（町にて設置） 

駐車場 

資機材保管機能 

救援物資輸送拠点 

水防用資材備蓄 

車両待機所 

※ 伊豆ゲートウェイセンター・函南（仮称）について 

東駿河湾環状道路の起終点となり、また伊豆半島の玄関口ともなる函南町において、静岡県東部

あるいは伊豆半島全体の情報発信拠点を整備することにより、地域産業の振興及び活力と賑わいあ

るまちづくりを推進する町の事業です。 
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５． 施設ごとの整備方針 

 

函南「道の駅」の施設ごとの整備方針を、下表のとおりとします。 

表 5-1 函南「道の駅」に計画する施設ごとの整備方針 一覧表 

【道の駅】 

整備方針 導入機能 
導入施設 

施設名 施設概要 災害時の活用 

誰もが安全・快適に利用できる

休憩施設の整備 
交通安全機能 

○駐車場  24 時間利用可能であること ○ 道路利用者等の一時的な避難場所、救援物資の搬送拠点等 

○トイレ  24 時間利用可能であること ○ 災害対応トイレ 

きめ細やかな情報を提供する

情報発信拠点の整備 

交通情報発信機能 

広域情報発信機能 

○ 伊豆ゲートウェイセンター 

函南（仮称） 

 交通情報や町内の観光情報、イベント情報をはじめ、ジオサイト情報等

の伊豆全体の観光情報等を発信する施設（インフォメーションセンター） 
○ 災害情報、道路交通・避難・救護情報等提供施設 

賑わいを生む交流拠点の整備 地域活性化機能 

○直売所 
 周辺農家等と連携し、生鮮食料品を直売 

 土産品や日用品を販売 

○ 道路利用者等の一時的な避難所、ボランティア等活動拠点

等 

○飲食施設  地場産品を使った飲食施設 

○交流施設  利用者の休憩施設、会議・研修にも利用可能 

○事務室・管理室  施設全体の管理、運営施設 

○トイレ  施設のためのトイレ 

○イベント広場  様々なイベントを開催し、賑わいを演出する ○ 道路利用者等の一時的な避難場所等 

○コミュニティ広場  様々なイベントを開催し、賑わいを演出する ○ 救援物資の集積場所等 

○自由通路  雨天でも催事が行うことができる屋根付き通路 ○ 災害時には避難場所 

災害に備えた防災拠点の整備 防災機能 
○非常用発電施設  災害時用の発電設備 ○ 災害時の電源 

○防災備蓄倉庫  一時避難者等の避難生活に必要となる資機材を備蓄する倉庫 ○ 避難生活に必要となる備蓄物資の供給 

道の駅・川の駅連結機能 ○展望歩道橋 
 下り車線の利用者が、川の駅の駐車施設から道の駅に至る動線。富士山

の眺望も楽しめる施設 
 

【川の駅】（狩野川防災拠点） 

 

整備方針 導入機能 
導入施設 

施設名 施設概要 災害時の活用 

水害に備えた防災拠点 

防災機能 

地域活性化機能 
水防センター（町にて設置） 

 平常時は地域活性化機能として、眺望を背景とする飲食施設として利用

する（国土交通省と事前協議中） 
○ 非常時は、情報管理室および会議室として利用する 

交通安全機能 駐車場  24 時間利用可能であること ○ 国土交通省と事前協議中 

水害に備えた防災拠点 資材保管機能 
資材保管施設 

 土砂、ブロック、応急対策用鋼材などのストックヤード 

 資材運搬車両の待機スペース 
○ 道路利用者等の一時的な避難場所、救援物資の搬送拠点等 

救援物資輸送拠点  災害救援活動のための物資中継スペース ○ 災害対応トイレ 
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６． 施設計画 

 

施設ごとの規模を、主に「平成１２年度 一般道路の休憩施設計画の手引き（案）」

（建設省中部地方建設局）（以下「手引き」という。）に基づいて算定します。 

 

６-1 計画交通量 

国土交通省が、東駿河湾環状道路直轄区間（高架部）函南塚本 IC～国道 136

号取り付き区間の将来計画交通量としている19,000台／日を計画交通量として

採用し、12 時間交通量、平日・休日別交通量、大型車混入率、上下線別交通量

を、各観測データのある平成 17 年度道路交通センサス調査交通量で按分して、

用いることとしました。 

 

表 6-1 計画交通量 

条件項目 数 量 備 考 

計画交通量 

平日(小型) 12 時間

（H42） 
13,222 台／12 時間 

【将来計画 24 時間交通量】 
函南 IC 取付区間 計画交通
量：19,000 台／24 時間（国
土交通省予測資料）より推計 

平日(大型) 12 時間

（H42） 
1,393 台／12 時間 

計 14,615 台／12 時間 

休日(小型) 12 時間

（H42） 
13,134 台／12 時間 

休日(大型) 12 時間

（H42） 
550 台／12 時間 

計 13,684 台／12 時間 

 

６-2 入込客数 

函南「道の駅」の入込客数は、「道路管理者整備施設の活性化に資する調査」

（平成 17 年度 国土交通省）による中部・関東・近畿３地方整備局管内の直轄

国道「道の駅」39 駅の実績値を参考に、計画交通量より試算しました。 

試算の結果、年間で約 69 万人を想定します。 
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表 6-2 計画交通量による入込客数の試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-3 駐車マス数 

（１） 立寄率、ラッシュ率、占用率 

旧日本道路公団の設計要領を参考に設定します。なお、施設間隔を１５km と

して試算しています。 

 

表 6-3 立寄り率、ラッシュ率、占用率 一覧表 

車 種 
立 寄 率 ラッシュ率 占 用 率 

SA PA SA PA SA PA 

小型車 0.013 0.007 0.10 0.10 0.41 0.25 

大型車 0.008 0.008 0.17 0.10 0.41 0.30 

※ 算出根拠 

立寄率  ：日本道路公団の SA と PA 値を「道の駅」平均間隔 15km で除した 

ラッシュ率：日本道路公団の SA と PA 値を採用 

占用率  ：日本道路公団の SA と PA 値を換算 

その他  ：大型車は公団の「大型バス」と「大型貨物車」の平均値を用いた 

 

立寄率は公団管理の道路は閉鎖型道路なので断面交通としていることに対し

て、一般道路は開放型であり設置間隔で除したものを採用します。 

 

 

函南町国道136
号12時間計画交
通量（台／12時

間）
①

H16年度3地整
39道の駅前面道

路交通量(12時間)
に対する平均立寄

り率（％）
②

函南町国道136
号立寄り自動車数

（台／時間）
③＝①×②

自動車１台あたり
の平均乗車人員

（人／台）
④

１日あたりの来客
者数（人／日）

⑤＝③×④

年間来客者数（人／年
間）

⑥＝⑤×249日（平日）
⑥＝⑤×116日（休日）

平日 13,222 6% 798 1.8 1,436 357,522

休日 13,134 8% 1,057 1.8 1,903 220,787

平日 1,393 4% 54 5 269 67,033

休日 550 5% 30 13.2 396 45,936

691,278

大型車

年間来客者数

休日の全体台数：1,087台／時間平日の全体台数： 852台／時間

備  考

●H17「道路管理者整備施設の
活性化に資する調査（国土交通
省）」による中部・関東・近畿
３地方整備局管内の直轄国道
「道の駅」39駅の実績値より
推計

●「小型自動車1台あたりの平
均乗車人員」は、「道路投資の
評価に関する指針（案）」（平
成10年6月）より参照する

交通量分類

小型車
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（２） 駐車マス数の算定 

駐車マス数の算定は、下記の計算式により行います。 

 

N＝Ｌ×（計画交通量）×（立寄率）×（ラッシュ率）×（駐車場占用率） 

 

また、「道路管理者整備施設の活性化に資する調査」（平成 17 年度 国土交通

省）による中部・関東・近畿３地方整備局管内の直轄国道「道の駅」39 駅の実

績値を参考に、平均交通量と駐車マス数を当該計画地の計画交通量で按分比較し

ます。 

 

なお、上下線の配分は、計算上は上り線 47 台、下り線 65 台ですが、下り線

に位置する川の駅に設置できる駐車台数が、現時点では「川の駅」計画が未定で

あることから、計算上の 70％として仮定し、下り線の 30％は迂回道路等によ

って利用されるものとして上り線に位置する「道の駅」に配置するものとします。 

ただし、現時点では、川の駅で予定できる駐車台数が未定であるため、「道の

駅」敷地内に合計 112 台分の駐車マスを配置することとします。（従業員等の

駐車スペースを含めない） 

また、現時点では駐車マスの配置は、確定していません。 

 

表 6-4 計画交通量に対応する道の駅利用者の駐車マスの集計 

項 目 

「手引き
（案）」計算
式による推
計（PA・

SA の平均） 

３地整（関東・中部・
近畿）直轄国道 39 駅

による推計 

計算上の
上下線配

分 
本計画による設定目標 

平均値 近似式 
駐車マス

数 
駐車マス数 面積（㎡） 

（
道
の
駅
） 

上
り
線 

小型車 38 48 42 ４２ 59 2,065 

大型車 4 3 4 ４ 6 600 

身障者 1 1 1 １ 2 70 

計 43 52 47 ４７ 67 2,735 

（
川
の
駅
） 

下
り
線 

小型車 51 65 56 ５６ 39 1,365 

大型車 7 4 7 ７ 5 500 

身障者 1 1 2 ２ 1 35 

計 59 70 65 ６５ 45 1,900 

合計 

小型車 89 113 98 ９８ 98 3,430 

大型車 11 7 11 １１ 11 1,100 

身障者 2 2 3 ３ 3 105 

計 102 122 112 １１２ 112 4,635 

※24 時間対応の駐車マスは、既存事例での平均値約 90％程度を参考に配置する。 
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６-4 トイレの数 

手引きによる推計と、国土交通省中部地方整備局管内「道の駅」93 箇所の事

例による推計をまとめます。 

なお、上下線の配分は、物販やレストラン等主要な施設が上り線側の道の駅に

あり、下り線側の川の駅の駐車場を利用する人も歩道橋をわたり道の駅のトイレ

の利用が可能なことから、川の駅側の「水防センター」に設置するトイレ数は必

要最小限の 6 個（男（大）：１、男（小）：2、女：2、多機能：1）とし、残り

の 23 個（男（大）：4、男（小）：8、女：10、多機能：1）は、道の駅側に配

置します。（※ 従業員用トイレ数は別途に計上する予定です。） 

 

表 6-5 トイレ数の集計 

トイレ
の種類 

「 手 引 き
（案）」に
よ る 推 計
（個） 

中部地整管内
全 93 駅の平
均値による推
計（個） 

本計画による設定目標 

上下線計 
上り線(道の駅) 

（下田方面行き） 
下り線(川の駅) 

（三島方面行き） 

個数(個) 面積(㎡) 
個数
(個) 

面積(㎡) 
個数
(個) 

面積(㎡) 

男（大） 5 4 5 25 4 20 1 5 

男（小） 10 9 10 37 8 30 2 7 

女 12 11 12 72 10 60 2 12 

多機能 2 2 2 14 1 7 1 7 

計 29 26 29 148 23 117 6 31 
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６-5 その他の施設規模の想定 

 

次ページに、道の駅（地域活性化施設）の施設規模の一覧表を示します。 

 

※ 以下の施設内容の想定は、規模を規定するものではありません 

※ 施設規模は、予算編成に必要な概算事業費を試算するための想定です 

※ 以降の民間事業者の方々からの提案によって、施設の構成や機能、規模を

変更する場合があります 
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表 6-6 道の駅（地域活性化施設）の施設規模 一覧表（基本計画時） 

区 分 基本機能 導入施設 
施設規模 

施設規模算定方法の考え方 備  考 
延床面積 敷 地 

道
の
駅 

交通安全機能 

① 駐車場 --- 約 4,640 ㎡ 

 前面道路交通量を基に「一般道路の休憩施設計画の手引

き」及び既存道の駅での整備事例を参考に比較検討して算

出 

 「道の駅」で計画駐車台数 112 台を確保する。 

112 台 

（大型：11 台、小型：98 台、身障者：3 台） 

② トイレ 約 90 ㎡ 約 120 ㎡ 
 高速道路駐車マス数による推計式と、整備実態事例を参考

に比較検討して算出 

23 個（男（大）4、男（小）8、女 10、多機

能 1） 

※うち、男（大）1、男（小）3、女 3 を地域

活性化機能部分に分散配置 

小  計 約 90 ㎡ 約 4,760 ㎡   

地域活性化機能 

① 直売所 

② レストラン 

③ 軽食コーナー 

④ 休憩室 

（交流施設・会議室） 

⑤ 事務室・管理室 

⑥ 施設内トイレ 

⑦ 駐車場(従業員･・搬入） 

⑧ イベント広場 

⑨ コミュニティ広場 

⑩ 自由通路 

⑪ 緑地・その他 

約 970 ㎡ 約 9,110 ㎡ 

 産直施設の統計資料と、道の駅整備実態事例を参考に比較

検討して算出 

 高速道路ＳＡの推計式と道の駅整備実態事例を参考に比

較検討して算出 

 道の駅整備実態事例を参考に算出 

 高速道路ＳＡの推計式を参考に算出 

 産直施設の統計資料を参考に算出 

 

 事例等を参考に算出 

 イベント内容を想定し算出 

 敷地形態より算出 

 施設計画を基に算出 

 一体的敷地と施設利用面積を参考に算出 

コミュニティ広場にはトイレ、防災備蓄倉庫を

設置 

広域情報発信機能 
伊豆ゲートウェイセンター 

函南（仮称） 
約 80 ㎡ 約 90 ㎡  施設計画を基に算出 

インフォメーションセンター等 

（観光情報案内施設 20 ㎡を含む） 

防災機能 
① 非常用発電施設 

② 防災備蓄倉庫 
約 40 ㎡ 約 40 ㎡  非常用発電設備室に約 40 ㎡を想定し算出  

道の駅 計 約 1,180 ㎡ 約 14,000 ㎡   

道の駅･川の駅連結機能 

(観光振興施設)展望歩道橋  
約 180 ㎡ --- 

 国道 136 号を極力最短で渡る位置で、交通と展望機能を

考慮して幅員を算出 

設置について、国土交通省と事前協議中 

幅員：4ｍ 延長：約 40ｍ 

（橋台 2 基、階段 1 箇所） 

川の駅 函南町水防センター 
情報管理室、災害対策室 

トイレ 
約 150 ㎡ 約 300 ㎡  

6 個 

（男（大）１、男（小）2、女 2、多機能 1） 

合 計 

道の駅 

建築床面積 

約 1,180 ㎡ 約 14,000 ㎡ 

  

自由通路   

（観光振興施設）展望歩道橋 約 180 ㎡ ---   

川の駅 

水防センター 約 150 ㎡ 

約 300 ㎡ 

 平常時は飲食施設として利用（国土交通省と事前協議中） 
水防センター（町にて設置）として河川敷地を

占用申請予定 

駐車場 ---  国土交通省と事前協議中 
112 台のうち 45 台程度を想定 

（大型：5 台、小型：39 台、身障者：1 台） 

※ それぞれの施設面積は、基本計画による概算の値です。 
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６-5-1 交通安全情報施設 

施設規模等の設定基準は無いものの、既存の道の駅では地域交流施設の観光情

報案内施設と併設されている場合も多いことから、本計画では、地域交流施設と

観光案内情報施設を併せて検討します。 

 

６-5-2 地域活性化機能施設 

（１） 観光情報案内施設（交通安全情報施設を併設） 

観光情報案内施設（交通安全情報施設を併設）の通路を含む施設スペースを約

10 ㎡程度（案内担当者 1 人のブース、案内パンフや情報パネル、自動販売機等

が設置されている状況を想定）とし、同時利用者 10 人の利用スペースを 10 ㎡

（立位：１㎡／人）とすると、観光情報案内施設（交通安全情報施設を併設）は

20 ㎡程度です。 

なお、施設面積の計算上は交通安全機能施設 10 ㎡、観光情報案内施設 10 ㎡

として区分します。このスペースは、「（仮称）伊豆ゲートウェイセンター函南」

に含めて計画します。 

 

「伊豆ゲートウェイセンター函南（仮称）」は、東駿河湾環状道路の起終点と

なり、また伊豆半島の玄関口ともなる本計画地において、静岡県東部あるいは伊

豆半島全体の情報発信拠点として整備します。 

機能としては、道の駅施設のメイン導線の中央に配置し、交通情報、イベント

情報、ジオサイト情報、観光情報などの発信、また、ジオツアー拠点地としての

活用や、宿泊施設紹介・予約のサービスなどを行うなどビジターセンターになる

ことを想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 伊豆ゲートウェイ函南（仮称）における函南町の位置 
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（２） 直売所（産直農産物・お土産品等） 

① 農産物等の直売スペース 

他の地方公共団体の既存の直売所のデータを参考として、直売スペース

を 200 ㎡程度、バックヤードを直売スペース約 30％とし、農産物等直

売スペースを約 260 ㎡（200 ㎡＋200 ㎡×30％＝約 260 ㎡）と想定

します。 

 

② お土産品等の物産販売スペース 

農産物直売施設面積(約 200 ㎡）の約 1/4 程度の 50 ㎡を想定します。 

 

③ 直売所（産直農産物・お土産品等）面積規模 

物販施設の規模はバックヤードを含めて約 310 ㎡（直売スペース：約

200 ㎡、お土産品等物産販売スペース：約 50 ㎡、バックヤード：約 60

㎡）として想定します。 

 

（３） 飲食施設 

① レストランの規模設定 

一般利用客と大型観光バス２台（乗車人員 35 人）が同時に利用可能な、

「事例」による 90 席を採用し、施設面積は推計式①の「付属面積」の一

部は道の駅の他の施設との共用が考えられることから、「事例」による 90

席、約２５０㎡と想定します。 

 

表 6-7 飲食施設（レストラン） 面積の集計 

項 目 推計式① 推計式② 事 例 本計画 

席数（席） 74 74 90 90 

レストラン 面積 354 ㎡ 165 ㎡ 250 ㎡ 250 ㎡ 
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② 軽食コーナー 

軽食コーナー（ドリンク、アイスクリーム、カフェ、サンドイッチ、フ

ァーストフード等）を３９席、約５５㎡程度と設定します。このうち、 

１/３程度を川の駅に設置する「函南町水防センター」の水防従事者控え

室の常時の有効利用として配置を想定します。 

 道の駅の軽食コーナー ：２６席 

 水防センターの軽食コーナー(オープンカフェ）：１３席 

 

表 6-8 飲食施設（軽食コーナー） 面積の集計 

参照する項目 記号 計算式 数 量 道の駅 川の駅 

休日 1 日の利用者数（人／日） ①  315 --- --- 

休日の回転率 ②  10.0 --- --- 

休日平均満席率（％） ③  80 --- --- 

軽食コーナー席数 ④ ④＝①÷②÷③ 39 26 13 

１席当りの施設全体面積 

（㎡／席） 
⑤ （1 坪＝3.3 ㎡÷2.4 席） 1.4 1.4 1.4 

施設全体面積（㎡） ⑥ ⑥＝⑤×④ 55 36 19 

内

数 

客席面積率（㎡）  ⑥×60％ 33 22 11 

陳列･その他  ⑥×15％ 8 5 3 

厨房  ⑥×17％ 9 6 3 

食材倉庫  ⑥×8％ 5 3 6 

 

（４） 交流施設（休憩室･会議室） 

施設規模の算定は、高速道路ＳＡの休憩所の標準規模の「駐車マス 150 台～

100 台」の中間値を用いて席数 35、施設面積 150 ㎡と推計します。なお、施

設面積 150 ㎡は屋根付屋外スペースに配置する休憩ベンチ等と地域交流会議室

を含めたものとし、交流施設は約 70 ㎡（2.0 ㎡／席）と想定します。 

 

（５） 事務室・管理室 

東海地域の産地直売所従業員数の状況を参考に、本施設の事務室規模を想定し

ます。 

地方公共団体の直売所のデータを参考とし、直売所関係の従業員を 7 人程度

(うち 1 人を正社員、残りをパート等)と想定し、事務スペースとしては、5 人分

を確保するものとします。また、館長 1 人、施設の維持管理関係の職員を 2 人

程度と想定し、応接スペース、棚等のスペース、トイレ等を加えて、事務室･管

理室の面積を約 72 ㎡程度と想定します。 

 

 



 
16 

（６） 駐車場（従業員駐車スペース、商品搬入車等の業務用駐車スペース） 

従業員や商品納入者分の駐車マスとして、21 台分、約 735 ㎡を想定します。 

 

表 6-9 従業員用駐車場面積の集計 

対 象 
台数 

（台）) 

単位面積

（㎡／台） 

面 積 

（㎡） 
備 考 

物販事務･管理室 8 

35 ㎡／台 

280 ㎡ ⑥で検討した 8 人用 

レストラン 9 315 ㎡ 

事例（佐原）実態調査 38 人

の席数按分（38 人×90 席

÷134 席）で３交代分 

搬入車 4 140 ㎡  

計 21  735 ㎡  

※単位面積には、通路、転回スペースを含む 

 

（７） イベント広場 

地域交流施設、交通安全施設の中央に、各種のイベントや地域交流ができるイ

ベント広場を想定します。イベント広場は、簡易テント（2m×2m 程度）が 10

台程度配置できるスペースと、「屋根付き通路」と合わせて同時に 300 人程度が

イベント利用できる規模を想定し、約 450 ㎡程度以上を想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2 イベント広場スペースのイメージ 
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（８） コミュニティ広場 

① 平常時の利用面積 

平常時には、フリーマーケット等の駐車場機能に影響しないイベントスペース

として利用します。 

 

表 6-10 平常時の利用面積の想定 

利用目的の想定 面 積（㎡） 内 訳 

出店マス 900 ㎡ 3ｍ×3ｍ×100 店 

通路 600 ㎡ 2ｍ幅×300ｍ 

大型車両転回スペース 500 ㎡ 大型車相当 

集合スペース 1,600 ㎡ 40ｍ×40ｍ 

防災倉庫、自家発電設備、トイレ

等施設スペース 
400 ㎡ 事例による 

合 計 4,000 ㎡  

 

② 非常時の利用面積 

非常時には、消防、警察のレスキュー部隊や自衛隊（中隊規模）が利用するこ

とを想定し、大型車両 30 台相当と人員、展開スペースを想定します。 

 

表 6-11 非常時の利用面積の想定 

利用目的の想定 面 積（㎡） 内 訳 

大型車両駐車スペース 1,620 ㎡ 4.5ｍ×12ｍ×30 台 

大型車両転回スペース 500 ㎡ 大型車相当 

展開スペース 1,500 ㎡ 10ｍ×15ｍ×10 箇所 

防災倉庫、自家発電設備、トイレ

等施設スペース 
400 ㎡ 事例による 

合 計 4,020 ㎡ 約 4,000 ㎡ 

 

（９） 自由通路（屋根付き通路・風除室） 

物販施設、飲食施設、交通安全施設(道の駅トイレ）、観光･交通情報施設等の

建築施設とイベント広場は雨天時にも自由に利用できるように、施設間を連続的

に広い通路で結ぶガレリア風の屋根付き通路を想定します。 

通路幅は４ｍ程度とし、通行だけでなく、雨天時のイベントや出店等が可能な

ものとします。規模は各施設間の延長を 60ｍ程度とすると約 250 ㎡（4ｍ×

60ｍ+10 ㎡）程度を想定します。（施設配置計画により、この面積は変動する）。 

施設配置計画により、約 210 ㎡程度を想定します。 
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（１０） 緑地･臨時駐車場、その他 

一区画の形状は 120ｍ×85ｍ程度で、敷地面積は約１ｈａ程度を想定します。

このうち国道 136 号側には水路用地、外周部約 2.0ｍ程度の隣接敷地とのバッ

ファーゾーン、敷地全体の約 15%を緑化した場合に、約 2,100 ㎡程度が臨時

の利用が可能なスペースとなります。施設配置計画により、約 2､260 ㎡程度を

想定します。 

 

表 6-12 緩衝緑地面積の想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-5-3 道の駅 非常用施設 

「道の駅 水の郷さわら」での検討事例を基に、災害時に非常用電源を設置す

るための施設として、居室等の面積の 4.5％の４０㎡程度とします。 

 

表 6-13 非常用発電施設面積の想定 

道の駅の居室 居室の名称 計画面積（㎡） 発動発電気室 

交通安全施設 トイレ 117 （894 ㎡× 

4.5％） 地域振興施設 観光情報案内施設 20 

 直売所 310 

飲食施設 305 

交流施設 70 

事務室・管理室 72 

合 計  894 ㎡ 約 40 ㎡ 

 

 

その他の用地 面 積（㎡） 備 考 

バッファーゾーン 約 760 ㎡ 
（120ｍ－4ｍ+85ｍ）×2×2ｍ－

（10.0ｍ×4） 

緑地面積 約 1､500 ㎡ 敷地面積 10､000 ㎡×15％ 

基本計画の範囲 合計 約 2,260 ㎡  

水路用地 約 340 ㎡ （1ｍ+2ｍ+1ｍ）ｍ×85ｍ 

事業の範囲 合計 約 2,600 ㎡  
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６-5-4 「道の駅」建築物の構造およびデザイン 

建築施設の構造は、「鉄筋コンクリート造」、「鉄骨造」、「木造」が考えられま

す。計画地は、軟弱地盤であり、基礎への影響を極力抑える必要があることから、

建物の軽量化が望まれるため「木造」が有利です。また、田園地帯である計画地

の周辺環境・周辺景観にも「木造」は調和しています。さらに、木の持つリラッ

クス効果は、長時間ドライブをした運転者に安らぎを不えることとなります。 

ただし、在来木造工法は防火性、耐震性に丌安が残ることから、集成材を使用

した、防火性、耐震性に優れた「集成材等を利用する木造構造」を採用します。

なお、集成材等を利用する木造構造では、地場産木材の活用に配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3 「道の駅」レイアウトのイメージ 

 

６-5-5 設備計画 

① 給水設備計画 

給水は道路内給水本管より給水し、施設内のトイレ、厨房等の必要箇所に

配水します。 

 

② 汚水排水設備計画 

汚水排水はトイレ、厨房を中心に汚水、雑排水を汚水配管にて屋外の最終

桝に接続し、そこから道路内下水本管に接続します。（仮）なお、町道塚本

7 号線には、下水道（仕様）を平成 2７年度に整備する予定としています。 

 

③ 電気設備計画 

電気は道路から構内キュービクルに電気を引き込み、キュービクルから、

各施設に配電します。 

 

川
の
駅
・
水
防
セ
ン
タ
ー 

 
 

【飲食施設】 
（レストラン） 
（軽食コーナー） 【直売所】 【トイレ】 

【休憩所】 【事務室】 

【施設内 

トイレ等】 
【階段・ＥＶ】 

エントランス 

イベント広場 

一体的活用 

【伊豆ゲートウェイ
センター函南（仮称）】 

展望歩道橋 
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④ 空調設備計画 

空調設備は、空調を行うエリアと行わないエリアをエリア区分し、空調を

行うエリアについて計画します。基本的に、トイレ、倉庫以外は空調エリア

とします。各室単独のパッケージ形空気調和機とし、天井内に屋内機を設置

し、各室の空調を行います。 

 

⑤ 非常用発電設備など災害時設備 

災害時の電力供給のための非常用発電機や災害時備蓄物などは、「道の駅」

建物に収納します。また、道の駅と川の駅が連携して機能するための電力供

給設備を設置します。 
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６-5-6 造成高 

計画地は、国道 136 号と同等の造成高を想定します。周囲の町道との高低差

は概ね１ｍ程度を想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4 造成高の想定 

※ 駐車場マスは、暫定の計画です 
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６-5-7 雨水貯留施設 

「静岡県開発行為等の手引き」（平成 25 年 4 月）のうち「第 3 雨水貯留施

設」（P4-58～P4-65）に示される調整池設置基準および算定式に基づく調整

池は 610 ㎥の調整容量を確保します。また、放流先は西側水路を想定し、流出

抑制施設を設けます。 

表 6-14 調整池容量の算定条件 

代入項目 記号 代入値 備 考 

１／１確率降雨強度 t 30 

下流の許容放流量 
a 187 

b 0.4644 

r 22.915 

1／50 確率降雨強度 t 30 

調整池容量計算 
a 1264.6 

b 4.4076 

r 104.480 

A 1.4 流域面積（ha） 

f1 0.9 開発後流出係数 

f2 0.6 開発前流出係数 

r1 104.48 1/50 確率降雨強度（mm/hr） 

rc 22.92 下流無害流量相当降雨強度（mm/hr） 

ti 30 降雨継続時間（分） 

v 435.8 必要調節容量（㎥/ha） 

V 610.103 必要調節容量（㎥） 

※「第 3 雨水貯留施設」（P4-65） 表（50 年確率の降雨強度に基づく調整池の容量）では、「東部 開

発面積 2ha 未満」において、434（mm3/ha）と試算されている。 

 

【基本計画における調整池貯留可能水量の確認】 

① 本体（北側）   ： 4,450 ㎡×0.1ｍ（貯留限界水深）＝445.0 ㎥ 

② コミュニティ広場 ： 2,850 ㎡×0.1ｍ（貯留限界水深）＝285.0 ㎥ 
 

合 計                  730.0㎥ > 610.103 ㎥ 

 

よって、想定する計画では、「静岡県開発行為等の手引き」（平成 25 年 4 月）

による雨水貯留量（610.103 ㎥）より多い慮流能力を有することを確認してい

ます。 
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図 6-5 貯留池を想定する範囲 

 

 

4,450 ㎡ 

2,850 ㎡ 

※ 駐車場マスは、暫定の計画です 
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６-5-8 軟弱地盤対策 

計画地の地質条件より、圧密沈下対策として載荷重工法＋圧密促進（ＰＢＤ）

を想定します。 

 

 

６-5-9 道の駅･川の駅連結機能（観光振興施設）展望歩道橋 

国道 136 号バイパスに富士山や狩野川等の優れた眺望を展望できる「展望歩

道橋」を設置することとします。交互の通行者と、立ち止まって風景を楽しむ展

望施設としての機能を併せ持つものとして、幅員４ｍ程度を想定します。 

現時点で測量を実施していないため、正確な延長は丌明ですが、既存の地形図

等から概ね 40ｍ程度とし、国道 136 号の両側に橋脚を設置し、東側は道の駅

の建築施設と、西側は狩野川堤防天端程度まで盛土して設置する函南町水防セン

ター敷地と連結することを想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-6 道の駅･川の駅連結機能（観光振興施設）展望歩道橋のイメージ 

 

 

 

狩野川・堤防 
函南町水防センター 

国道 136 号バイパス 

道の駅 川の駅 

展望歩道橋Ｗ＝4ｍ、Ｌ＝約 40ｍ 

ＥＶ 5.0ｍ
Ｖ 
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６-5-10 水防センター 

国土交通省が整備予定の川の駅（狩野川防災拠点）に併設する水防センターの

規模を以下に想定します。 

なお、水防センターは町にて設置することを計画しています。 

 

表 6-15 水防センター 機能・規模の想定 

機 能 床面積（㎡） 道の駅との区分 備 考 

展示スペース 

（平常時：飲食施設） 

約 6０㎡ --- 

平常時には、三島方面への利用者の休
憩スペースとして利用することを想定
する。 
非常時には、水防活動に利用する。 
平常時の有効利用を図るため、「河川時
敷占用許可準則（案）」により、川の駅
利用者の「オープンカフェ」（軽食コー
ナー）等とし、富士山や狩野川の形式
を楽しむ場所や情報発信を行う場とし
て活用することを想定する。 

情報管理室 

災害対策室 

（平常時：休憩施設） 約 65 ㎡ --- 

平常時には、テーブルやいすを配置し
て、休憩施設として利用することを想
定する。 
非常時には、水防活動を現場で指揮す
る司令室及び、水防活動従事者の休
憩・会議等の控室に利用する。 

トイレ等 

約３０㎡ 

川の駅トイレ 
6 個（約 31 ㎡） 

男（大）：１ 
男（小）：2 
女   ：2 
多機能 ：1 

平常時の有効利用として、「川の駅」利
用者のトイレや休憩施設等として利用
することを想定する。 

合 計 約１５５㎡ － － 

 

６-5-11 河川区域の占用と堤防道路の利用 

三島方面に向かう「道の駅」の利用者を、川の駅（狩野川防災拠点）敷地への

駐車を誘導するため、狩野川右岸堤防天端を町道として利用することを想定して

います。 
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７． 施設配置計画 

７-1 基本的な考え方 

「道の駅」の配置計画の基本的考え方は以下のとおりとします。 

 

① 「道の駅」建築施設 

「道の駅」建築施設は、川の駅と結ぶ展望歩道橋が最短となる位置及び北側の

ドライブインとの連携を考慮するとともに、道路を通行する車からも施設が視認

しやすい位置とするため、計画地西側中央部に配置します。 

 

② イベント広場 

イベント広場は、直売所等の建築施設と一体となって、朝市等様々なイベント

を開催する場所となるため、建築施設の北側に配置します。イベント広場の空間

を北側に位置することにより、建築施設からの富士山の眺望が確保されます。 

 

③ 駐車場 

駐車場は、利用者の利便性を考慮し、建築施設に隣接した東側（一部北側）に、

必要台数を一体的に配置します。駐車場は、雨水貯留施設として機能することを

想定します。 

 

④ 「道の駅」出入口 

国道 136 号から「道の駅」への出入口は、計画地を東西に走る町道 2-2 号

線西側からとし、町道から駐車場に至る動線とします。また、国道 136 号との

進出入時の安全性を確保するために、減速・加速車線を設置します。 

 

⑤ コミュニティ広場 

コミュニティ広場は、お祭りなどの比較的規模の大きい催事を行う場であり、

災害時には災害支援活動の場ともなることから、町道南側に一体的に配置します。

平常時には利用者の安らぎの場、憩いの場として利用されることから、フラット

な芝生広場をイメージします。コミュニティ広場は、雨水貯留施設として機能す

ることを想定します。 

 

⑥ 緑 地 

緑地は、計画地周囲に隣地とのバッファーとして、低木による植栽帯を配置し

ます。また、イベント広場や駐車場内には適宜、中高木を配置し木陰を演出しま

す。 
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⑦ 展望歩道橋 

展望歩道橋は、下り車線（三島方面に向かう方向）の利用車が、「川の駅」の

駐車施設から「道の駅」に至る主要な動線です。このため、利用者の利便性を確

保するため、「道の駅」上階から階段、エレベーターにより「道の駅」の１階に

至る動線を確保します。 

 

⑧ 環境への配慮 

計画地周辺の景観性や富士山の眺望に考慮した景観に配慮した施設計画を行

うこととします。建材には再生材の利用を想定します。 

また、再生可能エネルギーを積極的に導入することとします。再生可能エネル

ギーとして、太陽光発電設備を中心に導入することを想定します。 

 

⑨ 「川の駅」の施設計画 

「川の駅」（狩野川防災拠点）は、水防活動の拠点として水防センター及び土

砂・ブロック等の資材を備蓄するとともに、大規模災害時には広域的な緊急対応

資材を受け入れるためのターミナルとして、そして、受け入れた資材を狩野川流

域市町の被災した箇所に配布するための拠点として配置するものです。 

１） 水防用資材備蓄（川の駅広場） 

水防活動に必要な土砂、ブロック等の資材を備蓄します。 

なお、平常時には備蓄土砂を築山として活用し、富士山や箱根山系が一望で

きる高台広場とともに、狩野川や田方平野の眺望を楽しめる展望通路を配置

し、水辺のアメニティー空間を創出します。 

 

２） 車両転回所、車両待機所（駐車スペース） 

資材運搬用の大型車両の転回場所及び資材受け渡しのための待機場所を

配置します。なお、平常時は川の駅利用者の駐車場として利用します。さら

に、「道の駅」と連絡していることから、三島方面に向かう下り線の利用者

が、「道の駅」等の施設を利用することが可能となります。 

 

３） 水防センター（平常時：休憩所） 

水防活動を行う上で必要となる河川情報等の収集、水防関係者の打合せや、

休憩のために利用する施設（会議室、トイレ等）を配置します。 

なお、平常時は降雨等の情報や交通情報を提供するなどの情報発信機能や、

来訪者の休憩機能を有するアメニティー空間として利用します。 
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７-2 ゾーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 ゾーニング図 

【イベント広場】 

[川の駅] 計画区域 

[道の駅] 予定区域 

【駐車場】 

【コミュニティ広場】 
（災害時災害支援活動拠点） 

加速車線の設置 

町道 2-2 号線 

富士山の眺望 

連 携 

 

ドライブイン 
（わさび工場・食品販売） 

 

【災害時：大型車両の転回所、車両待機所】 

《平常時：駐車場スペース》 

【災害時：水防センター】 

《平常時：防災情報の発信、休憩》 

【災害時：水防用資材備蓄（土砂・ブロック等）】 

《平常時：富士山や狩野川が一望できる展望回廊、広場》 

【建 築 施 設】 
（情報発信拠点） 

【バックヤード】 

減速車線の設置 

【展望歩道橋】 
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７-3 動線計画 

 

「道の駅」利用者の三島方面、伊豆の国市方面からの動線計画を想定しています。 

三島方面からは、国道 136 号を左折することとしています。 

伊豆の国市方面からは、日守大橋北側にある狩野川堤防道路入り口より、堤防道路を利用することを想定しています。（堤防道路の現状は、車両通行止め。将来は、車両通行止め解除の見込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7-3 道の駅と川の駅が同時に開業する場合 図 7-2 道の駅が先行して開業する場合 

事業予定地 

事業予定地 
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８． 管理運営の手法 

 

「道の駅」の事業では、とくに継続的な運営を重視しています。そのため、施設の管理

運営の手法について、複数の手法を比較検討しました。 

検討の対象とする運営手法は、指定管理者制度の導入による第三セクター、民間事業者

の管理・運営、ＰＦＩ手法による整備・管理・運営の大きく３つの手法です。 

 

表 8-1 事業手法の比較選定表 

 

函南「道の駅」の整備、運営には、ＰＦＩ手法の導入を検討しています。 

ＰＦＩ手法の導入を決定をした場合は、（仮称）函南「道の駅」施設整備に関するＰＦＩ

選考委員会を設立し、事業者選定に関する検討を行う予定です。 

 

※ ＰＦＩ（Private Finance Initiative プライベート ファイナンシャル イニシアティブ） 

公共的なサービスを提供するための公共施設（今回は函南「道の駅」を指す）が必要な場合に、従来で

は公共（町）が直接施設を整備していましたが、これに対して民間が調達する資金を利用して、民間に施

設整備と公共サービスの運営をゆだねる事業手法です。 

 

事業者 メリット デメリット 
本施設への 
導入可能性 

第
三
セ
ク
タ
ー 

 町と事業者の連携が比較的容易
である 

 官民の役割分担を明確化できな
いと、主体性をもたない管理運
営となりやすい 

 事業収益に対する責任が丌明確
となる場合がある 

△ 

民
間
事
業
者 

 定型的業務の経費削減が図るこ
とができる可能性がある 

 運営リスクが公共に残る場合が
ある 

 一般的に３年程度の短期間契約
が多く、民間の計画的な運営や
事業投資ができにくくなる場合
がある 

○ 

Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法 

 質の高いｻｰﾋﾞｽの提供、採算性の
高い管理運営が期待できる 

 契約手続が公正･厳格で責任の所
在が明確となる 

 独立採算事業の施設使用料収入
を官が得ることも可能である 

 事業化に時間を要する場合があ
る 

 地元密着型の管理運営になりに
くい場合がある 

◎ 
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【ＰＦＩ手法を導入する場合の利点】 

○ （継続的な運営） 専門的なノウハウをもった民間事業者による管理運営が

なされるため、質の高いサービスの提供と採算性の高い管理運営の両立が期

待できる。 

○ （責任の所在が明確） 契約手続が公正･厳格で責任の所在が明確となる。 

○ （事業のリスクが分散） 官民のリスク分担が契約で明確になるため、収益

事業のリスクを民間事業者に移転できる。 

○ （確実な税外収入） 施設の所有権を町に置くことで、施設使用料収入が期

待できる。 

 

【ＰＦＩ手法を導入する場合の課題】 

△ （全国でも先導的な事例） 契約手続に丌慣れな場合があり、事業化に時間

を要する場合がある。 

△ （地域性への配慮） 民間事業者よる専門的な管理運営が行われるため、地

元密着型の運営になりにくい場合がある。 

△ （地域経済への貢献） 事業に参加する企業が地元密着企業と限らない場合

があり、構成企業や出荷者等に地域の団体や企業が参加できるＳＰＣなどの

ＰＦＩ事業会社を構成できるかが課題である。 

 

※ ＳＰＣ（Special Purpose Company スペシャル パーパス カンパニー：特別目的会社） 

事業の収益力を担保に融資を受けるプロジェクト・ファイナンスという方法で、建設資金等の一部を金

融機関から借り入れて事業を行います。町は、建設資金、維持管理費用等をＳＰＣが提供するサービスの

対価として、ＳＰＣに支払う仕組みです。 
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図 8-1 ＰＦＩ手法のイメージ 

 

【ＰＦＩ方式による公共と民間の役割と責任について】 

 公共施設の保有権は公共側にある方法（BTO）と民間事業者にある方法

（BOT,BOO）があります 

 函南「道の駅」では公共施設の保有権は公共側にある方法（BTO）の採用を

検討しています 

 函南町との契約に基づいて、ＳＰＣは設計・建設から運営まで一括遂行し、

モニタリングの仕組みによる運営サービスの評価を受けることを想定してい

ます 

 事業収入は、以下の２項目を想定しています 

① 公共側からの運営委託フィーの支払い（サービス購入型） 

→トイレ、会議室、防災設備等の公共スペースの管理運営 

② 施設利用者からの使用料支払（受益者負担型） 

→物販や飲食の施設等の営利スペースの管理運営 

 

 

函南町 

ｻｰﾋﾞｽ対価 
支払い 融 資 

PFI事業権契約 施設使用料 
支払い 

ダイレクトアグリーメント 

直接協定 

構成企業 

設計事務所 

 

建設会社 

 

維持管理会社 運営会社 

 

PFI事業会社 
（SPC（Special Purpose Company）：特別目的会社） 

金融機関 

 

協力企業 

土産物等の 
物品販売者 

 

飲食店 

 
農産物 
出荷者 

 設備等納入者 

 
など 
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表 8-2 ＰＦＩ手法を採用する場合の業務分担の想定（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＦＩ方式による場合の事業期間について】 

建築物の大規模修繕を含まない、１５年間～２０年間程度の事業期間を想定して

います。 

 

【（仮称）出荷者協議会の設立、移管について】 

町では、開業の１年程度前より「（仮称）出荷者協議会」を設立し、開業後には

その運営をＳＰＣへ移管することを計画しています。函南「道の駅」では、町内や

地域の農産物をはじめとする地産品を、積極的に提供することを想定しています。 

「（仮称）出荷者協議会」の組織などは、今後に検討します。 

 

 

項　目 業務・施設名称 町 事業者 備　　考

関係機関調整 〇

用地交渉・取得 〇

不動産調査 〇

地質等調査 〇

設　計 基本設計・詳細設計 〇 町は基本計画まで

交差点整備工事 〇 舗装、排水施設など

敷地造成工事 〇 軟弱地盤対策工事あり

土木・外構工事 〇 敷地内の駐車場、緑地、排水施設など

建築・設備工事 〇 建築物建設、設備設置など

展望歩道橋工事 〇 「川の駅」の開業時期により調整する事項

土木建築施設維持管理 〇

防災施設維持管理 〇 水防センターを含む

直売所運営業務 〇

飲食施設運営業務 〇

イベント開催運営 〇

広報・総務業務 〇

警備等安全管理 〇

ゲートウェイ情報センター 〇

会議室等運営業務 〇

その他 付帯事業(提案事業） 〇 仕様の枠内で事業者が提案するサービス

監視 業務監視（モニタリング） 〇 コンサルタント等に委託

用　地

施　工

維持管理

運　営



 

3
4
 

９． 今後の見通し 

平成 25 年度以降の見通しでは、平成 28 年度頃の開業に向けて準備を進める方針です。 

表 9-1 今後の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度以降

基本構想

基本計画

調　査

事業者の選定

設　計

施　工

用　地

事業認定申請

国土交通省

静岡県

静岡県警察

出荷者

関
係
協
議

東駿河湾環状道路

年　度

供　用

道
の
駅
整
備
事
業

施　工
供用
開始

説
明
会

供
用
開
始

管理
移行

入
札
公
告

契
約
の
締
結

実
施
方
針
公
表


